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（1）

論
文
要
旨

　

本
稿
は
﹆﹁
摂
家
﹂
の
家
柄
で
あ
る
松
殿
家
の
二
度
に
わ
た
る
再
興
の
過
程
を

分
析
し
﹆
朝
廷
・
幕
府
双
方
が
﹁
摂
家
﹂
の
立
家
に
つ
い
て
い
か
な
る
認
識
を
持

っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

寛
永
期
の
再
興
で
は
ま
ず
寛
永
十
一
年
に
九
条
幸
家
の
次
男
﹆
道
基
に
松
殿
家

相
続
の
許
可
が
幕
府
よ
り
出
さ
れ
る
。
こ
の
時
松
殿
家
の
家
格
に
つ
い
て
は
決
定

し
て
い
な
い
が
﹆
武
家
伝
奏
で
あ
る
三
条
西
の
意
見
な
ど
か
ら
﹆
朝
廷
内
で
は
摂

家
と
し
て
の
立
家
と
捉
え
て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
﹆
こ
の
段
階
で
は
五
摂
家

が
六
摂
家
に
な
っ
た
可
能
性
は
指
摘
で
き
る
と
考
え
る
。
し
か
し
寛
永
十
八
年
に

な
る
と
﹁
一
代
摂
家
﹂
と
の
文
言
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
道
基
一
代
の
み
が
﹁
摂

家
﹂
待
遇
と
な
り
﹆
つ
ま
り
﹁
摂
家
﹂
と
し
て
松
殿
家
を
存
続
さ
せ
て
い
く
こ
と

に
は
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
幕
府
の
政
策
変
化
は
﹆
寛
永
十
八
年
段
階
に
お
い
て
﹆

摂
家
が
武
家
伝
奏
と
と
も
に
朝
廷
内
統
制
機
構
と
し
て
幕
府
の
意
向
通
り
機
能
す

る
よ
う
に
な
っ
た
﹆
そ
う
し
た
機
構
が
確
立
し
た
と
幕
府
が
判
断
し
た
か
ら
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

　

次
に
明
和
期
の
再
興
で
あ
る
が
﹆
こ
ち
ら
は
寛
永
期
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。
九
条
家
か
ら
領
知
を
分
け
る
な
ど
﹆
完
全
に
松
殿
家
を
九
条
家
の
分
家

と
し
て
の
立
家
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
︻
摂
家　

松
殿　

再
興　

寛
永　

明
和
︼

は
じ
め
に

　

近
世
に
入
り
公
家
の
家
数
は
飛
躍
的
に
増
加
し
た
。
高
埜
利
彦
氏
に
よ
れ
ば︶1
︵

﹆

寛
延
元
年
︵
一
七
五
〇
︶
段
階
で
﹆
そ
の
総
数
一
三
三
家
﹆
そ
の
内
新
家
が
六

七
家
と
倍
増
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
慶
長
・
寛
永
期
に
は
仙

洞
御
所
﹆
女
院
御
所
な
ど
御
所
の
増
加
に
よ
り
﹆
多
く
の
新
家
が
取
り
立
て
ら

れ
て
い
る
。
幕
府
は
近
世
中
期
頃
ま
で
は
新
家
増
設
を
許
容
し
﹆
知
行
給
付
を

続
け
て
い
た︶2
︵

。
ま
た
そ
の
中
に
は
摂
家
に
次
ぐ
家
格
で
あ
る
清
華
家
の
広
幡
・

醍
醐
二
家
も
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

本
稿
は
こ
う
し
た
公
家
の
立
家
の
中
で
も
﹆
寛
永
期
と
明
和
期
に
二
度
取
り

立
て
ら
れ
た
松
殿
家
の
再
興
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
家

が
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
が
﹆
本
稿
が
扱
う
松
殿
家
は
﹁
摂
関
家
﹂
の
家
柄
で
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あ
る
こ
と
が
他
の
新
家
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
摂
家

は
﹆﹁
家
職
﹂
で
あ
る
摂
関
職
を
徳
川
氏
に
よ
り
回
復
さ
れ
﹆
そ
の
後
武
家
伝

奏
と
と
も
に
﹆
朝
廷
運
営
・
朝
廷
内
統
制
を
担
っ
た
存
在
で
あ
っ
た︶3
︵

。
つ
ま
り

幕
府
に
と
っ
て
摂
家
と
は
朝
廷
統
制
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
家
柄
で
あ
り
﹆

﹁
摂
関
家
﹂
の
家
格
で
あ
る
松
殿
家
の
立
家
は
﹆
他
の
新
家
立
家
と
は
大
き
く

異
な
り
﹆
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
﹆
こ
の
松
殿
家
の
再
興
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
行
わ
れ
た
の
か
を
詳
細

に
分
析
し
﹆
朝
廷
・
幕
府
双
方
が
﹁
摂
関
家
﹂
の
立
家
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な

認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。　

最
初
に
松
殿
家
に

つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
松
殿
家
は
高
倉
天
皇
の
時
代
に
摂
政
・
関
白
を
勤
め

た
基
房
の
家
で
あ
る
。
基
房
は
藤
原
忠
通
の
二
男
で
﹆
長
男
に
は
近
衛
流
始
祖

で
あ
る
基
実
﹆
弟
に
は
九
条
流
の
始
祖
で
あ
る
兼
実
が
い
る
。
基
房
は
仁
安
元

年
︵
一
一
六
六
︶
に
摂
政
に
任
じ
ら
れ
﹆
承
安
二
年
︵
一
一
七
二
︶
に
関
白
と

な
っ
た
。
し
か
し
治
承
三
年
︵
一
一
七
九
︶
に
平
清
盛
に
よ
り
大
宰
府
へ
配
流

さ
れ
﹆
同
年
出
家
す
る
。
そ
の
後
清
盛
亡
き
後
﹆
源
義
仲
を
頼
り
再
び
入
京
し
﹆

子
息
師
家
を
摂
政
と
し
家
領
を
掌
中
に
お
さ
め
た
が
﹆
義
仲
の
敗
死
と
と
も
に

失
脚
し
﹆
家
領
及
び
摂
関
職
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
寛
喜
二
年
︵
一
二

三
〇
︶
に
基
房
は
死
去
し
て
い
る︶4
︵

。
摂
関
を
勤
め
た
も
の
の
﹆
摂
家
と
し
て
の

継
続
し
た
﹁
家
﹂
の
確
立
は
出
来
な
か
っ
た
。

第
一
章
　
寛
永
期
の
再
興

第
一
節
　
寛
永
十
一
年
の
再
興
許
可

　

松
殿
家
再
興
の
許
可
が
幕
府
か
ら
正
式
に
出
さ
れ
る
の
は
寛
永
十
一
年
七
月

に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

︻
史
料
一
︼﹃
道
房
公
記

一
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
︶
寛
永

十
一
年
七
月
廿
九
日
条

廿
九
日
癸
丑
晴
﹆
大
殿
︵
筆
者
注
﹆
以
下
﹆
筆
者
注
は
省
略
す
る
・
前
関
白

九
条
忠
栄
︶
御
出
此
日
余
弟
道
基
松
殿
相
続
之
事
相
調
了
﹆
珍
重
々
此々
事
自
幼

年
之
付
大

殿
令
望
之
所
大

殿
再
三
被
仰

伝
将
軍
家
至
今
日
大
樹
︵
徳
川
家
光
︶
無
同
心
﹆
今
日
以
使
同
大
樹

被
申
国
母
︵
東
福
門
院
︶
是
自
先
年
国
母
御
執
奏
也
﹆
仍
被
申
之
旨
自
国
母

被
申
院
︵
後
水
尾
院
︶
々
御
華
也
﹆
宣
々
々
以
両
伝
奏
︵
三
条
西
実
条
﹆
日

野
資
勝
︶
被
申
禁
裏
云
々
﹆
久
断
絶
当
此
時
相
続
珎
以
祝
之
中
之
祝
也
﹆
大

殿
慶
此
旨

　

尚
﹆
史
料
の
闕
字
﹆
平
出
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
省
略
し
た
。
こ
れ
は
当
時
の

九
条
家
当
主
で
あ
る
九
条
道
房
の
日
記
で
あ
る
が
﹆
道
房
の
弟
で
あ
る
道
基
が
﹆

松
殿
家
を
再
興
す
る
こ
と
を
今
日
に
至
り
よ
う
や
く
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
で
は
な
ぜ
こ
こ
で
九
条
家
の
子
息
が
松
殿
家
相
続
を
許
可
さ
れ
て
い
る
か

で
あ
る
が
﹆
こ
れ
は
血
縁
関
係
が
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
道
房
﹆
道
基
の
母
親

は
従
二
位
豊
臣
完
子
参
議
秀
勝︶5
︵

女
で
﹆
こ
の
完
子
の
母
親
は
徳
川
秀
忠
の
御
台

所
で
あ
る
江
与
で
あ
っ
た︶6
︵

。
つ
ま
り
家
光
や
東
福
門
院
︵
徳
川
和
子
︶
に
と
っ
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て
﹆
道
房
﹆
道
基
は
甥
に
当
た
る
。
こ
の
関
係
が
﹆
お
そ
ら
く
は
道
基
に
よ
る

松
殿
家
再
興
を
実
現
さ
せ
た
最
も
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
交
渉

は
﹆
後
水
尾
院
﹆
東
福
門
院
﹆
九
条
忠
栄
︵
後
の
幸
家
﹆
以
下
は
幸
家
と
す

る
︶﹆
徳
川
家
光
の
四
者
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
﹆
史
料
に
も
あ
る
よ
う
に
そ

の
執
奏
は
東
福
門
院
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
再
興
に
つ
い
て
武
家
伝
奏
へ
申

し
渡
し
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
が
以
下
の
史
料
で
あ
る
。

︻
史
料
二
︼﹃
凉
源
院
殿
御
記

二︶7
︵

﹄
寛
永
十
一
年
七
月
廿
九
日
条

午
刻
時
分
板
倉
周
防
守
︵
京
都
所
司
代
︶
ヨ
リ
御
城
︵
二
条
城
︶
ニ
御
用
候

間
﹆
三
条
同
道
申
急
可
参
由
申
来
候
﹆
其
後
急
登
城
申
候
也
﹆
三
条
伺
公
候

て
奥
へ
伺
公
申
候
ヘ
ハ
吉
良
殿
出
会
致
申
候
﹆
御
本
丸
へ
端
ノ
御
上
段
ニ
て

有
御
対
面
﹆
両
人
上
段
ニ
召
候
︵
中
略
︶
又
松
殿
御
跡
九
条
殿
千
世
鶴
御
取

立
有
度
由
被
仰
出
候
﹆
左
様
ニ
候
ヘ
ハ
五
摂
家
ナ
ミ
に
て
有
候
歟
﹆
又
有
ま

し
く
と
の
仰
ニ
候
﹆
三
条
被
申
候
ハ
近
代
ハ
五
摂
家
ニ
相
定
候
て
も
上
意
ニ

候
ヘ
ハ
﹆
別
ニ
子
細
も
有
ま
し
く
由
被
申
上
候
﹆
又
御
取
立
ノ
上
ハ
摂
家
衆

ナ
ミ
替
事
有
間
敷
由
被
申
上
候
﹆
又
公
家
衆
ノ
行
儀
ノ
悪
敷
衆
直
談
ニ
可
申

上
由
被
仰
出
候

︻
史
料
三
︼﹃
資
勝
�
記　

九
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
︶
寛
永

十
一
年
七
月
廿
九
日
条

午
刻
時
分
板
倉
周
防
守
ヨ
リ
御
城
ニ
御
用
候
間
﹆
三
条
同
道
申
急
可
参
由
申

参
也
﹆
其
後
急
登
城
申
候
也
﹆
三
条
少
逢
参
候
﹆
三
条
伺
公
今
よ
り
奥
へ
同

心
申
候
ヘ
ハ
﹆
吉
良
殿
出
会
致
申
候
﹆
御
本
丸
ノ
端
ノ
御
上
段
ニ
テ
有
御
対

面
﹆
両
人
上
段
へ
召
し
候
﹆︵
中
略
︶
又
松
殿
御
跡
九
条
殿
千
世
鶴
御
取
立

有
度
由
被
仰
出
候
﹆
左
様
ニ
候
ハ
ヾ
五
摂
家
ナ
ミ
ニ
相
定
候
へ
共
﹆
上
意
ニ

候
ヘ
ハ
別
ノ
子
細
も
有
間
敷
由
被
申
上
候
﹆
又
御
取
立
之
上
ハ
摂
家
衆
之
行

義
ノ
悪
衆
直
談
ニ
可
被
申
上
由
被
仰
出
候

　

こ
れ
は
ど
ち
ら
も
当
時
武
家
伝
奏
で
あ
っ
た
日
野
資
勝
の
日
記
で
あ
る
。
日

野
資
勝
の
日
記
は
複
数
謄
写
本
が
存
在
し
て
お
り
﹆
か
つ
記
録
内
容
に
つ
い
て

も
差
異
が
見
ら
れ
る︶8
︵

。︻
史
料
二
︼
は
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
の
写
本

で
あ
り
﹆
旧
蔵
者
は
内
務
省
﹆﹁
明
治
十
三
年
購
求
﹂
と
の
押
印
が
あ
る
。
一

方
﹆︻
史
料
三
︼
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
謄
写
本
で
あ
り
﹆
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
田
中
勘
兵
衛
氏
所
蔵
本
を
明
治
年
間

に
筆
写
し
た
も
の
で
あ
り
﹆
複
本
作
成
は
明
治
三
九
年
︵
一
九
〇
六
︶
と
あ
る
。

ど
の
写
本
も
完
備
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
写
本
を
比
較
し
﹆
補

っ
て
観
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

さ
て
﹆
こ
の
史
料
か
ら
は
武
家
伝
奏
で
あ
る
日
野
資
勝
と
三
条
西
実
条
が
京

都
所
司
代
で
あ
る
板
倉
重
宗
か
ら
呼
び
出
さ
れ
﹆
二
条
城
へ
向
か
っ
て
い
る
。

尚
﹆
こ
の
寛
永
十
一
年
七
月
は
徳
川
家
光
に
よ
る
上
洛
が
行
わ
れ
た
年
で
あ
り
﹆

こ
こ
で
﹁
御
対
面
﹂
を
し
て
い
る
の
は
徳
川
家
光
で
あ
る
。
こ
の
席
で
伝
奏
は

九
条
殿
の
﹁
千
世
鶴
﹂︵
道
基
︶
に
よ
る
松
殿
再
興
に
つ
い
て
申
し
渡
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
際
三
条
西
は
﹆
近
代
で
は
五
摂
家
に
定
ま
っ
て
は
い
る
が
﹆
上
意

で
あ
れ
ば
特
に
子
細
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
次
の
条
文
で

あ
る
。︻
史
料
二
︼
で
は
﹁
又
御
取
立
ノ
上
ハ
摂
家
衆
ナ
ミ
替
事
有
間
敷
由
被

申
上
候
﹆
又
公
家
衆
ノ
行
儀
ノ
悪
敷
衆
直
談
ニ
可
申
上
由
被
仰
出
候
﹂
と
あ
る

よ
う
に
﹆
摂
家
と
同
様
に
朝
廷
内
に
お
い
て
公
家
た
ち
を
統
制
・
監
視
し
﹆
彼
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ら
に
乱
れ
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
﹁
直
談
﹂
で
申
し
上
げ
る
よ
う
に
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
﹁
直
談
﹂
の
相
手
で
あ
る
が
﹆
こ
こ
で
は
京
都
所
司
代
と
の
﹁
直

談
﹂
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
︻
史
料
三
︼
で
は
﹆﹁
又
御
取
立
之
上

ハ
摂
家
衆
之
行
義
ノ
悪
衆
直
談
ニ
可
被
申
上
由
被
仰
出
候
﹂
と
あ
り
﹆
こ
ち
ら

は
五
摂
家
そ
の
も
の
を
監
視
す
る
立
場
と
し
て
松
殿
家
を
利
用
す
る
条
文
と
捉

え
ら
れ
る
。
し
か
し
道
基
は
寛
永
十
一
年
当
時
で
二
十
歳
と
非
常
に
若
い
。
そ

の
よ
う
な
若
い
道
基
に
摂
家
衆
の
統
制
を
行
わ
せ
る
と
は
考
え
に
く
い︶9
︵

。
お
そ

ら
く
複
本
作
成
の
際
に
﹆︻
史
料
二
︼
に
あ
る
﹁
ナ
ミ
替
事
有
間
敷
由
被
申
上

候
﹆
又
公
家
衆
ノ
﹂
と
の
箇
所
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
︻
史
料
二
︼
に
あ
る
よ
う
に
﹆
摂
家
と
同
様
に

公
家
衆
の
監
視
・
統
制
を
道
基
に
担
わ
せ
る
﹆
と
い
う
条
文
が
正
確
な
も
の
と

考
え
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
﹆
松
殿
家
を
再
興
す
る
こ
と
は
決
定
し
た
も
の
の
﹆
そ
の
家
格
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
な
待
遇
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
﹃
徳
川
礼

典
録︶10
︵

﹄
所
収
の
﹁
将
軍
家
光
公
御
上
洛
之
次
第
﹂
に
興
味
深
い
記
事
が
確
認
で

き
る
。

︻
史
料
四
︼
寛
永
十
一
年
七
月
十
二
日
条

一　

九
条
殿
え
御
使
吉
良
若
狭
守
を
以
明
日
之
御
礼
﹆
先
松
殿
家
相
続
一
通
り

之
御
礼
可
被
請
候
﹆
摂
家
之
列
之
事
ハ
﹆
未
松
殿
も
若
年
ニ
候
間
﹆
重
而

御
分
別
有
而
可
被
仰
出
候
﹆
明
日
は
先
御
長
袴
ニ
而
可
有
御
対
面
旨
被
仰

出
之

　

こ
こ
で
は
相
続
は
決
定
し
た
が
﹆
そ
の
家
格
に
つ
い
て
は
摂
家
の
列
と
も
﹆

清
華
家
の
列
と
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
﹆
こ
の
段
階
で
は
未
定
だ
っ
た
こ
と
が
指

摘
で
き
よ
う
。
た
だ
し
﹆
史
料
上
に
も
あ
る
よ
う
に
朝
廷
・
幕
府
と
も
に
﹁
摂

家
之
列
﹂
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
留
意
し
て
お
き

た
い
。

　

こ
の
相
続
の
決
定
に
よ
り
﹆
道
基
に
は
正
五
位
下
が
与
え
ら
れ
﹆
当
日
元
服

し
﹆
禁
色
昇
殿
を
し
て
い
る︶11
︵

。
し
か
し
そ
の
後
﹆
幕
府
か
ら
の
指
示
は
な
く
﹆

官
位
昇
進
な
ど
に
つ
い
て
は
寛
永
十
八
年
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た︶12
︵

。

第
二
節
　
松
殿
家
の
待
遇
と
道
基
の
死
去

　

こ
の
松
殿
家
の
家
格
に
つ
い
て
は
﹆
寛
永
十
一
年
段
階
で
は
決
定
す
る
こ
と

な
く
﹆
相
続
と
い
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
次
に
幕
府
か
ら
そ
の

待
遇
に
つ
い
て
示
さ
れ
る
の
は
寛
永
十
八
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た︶13
︵

。

︻
史
料
五
︼﹃
道
房
公
記　

四
﹄
寛
永
十
八
年
四
月
二
十
八
日
条

廿
八
日
癸
酉
晴
﹆
女
院
︵
東
福
門
院
和
子
︶
被
仰
前
殿
下
︵
九
条
幸
家
︶
云
御
使
天
野

豊
前
守

道
基
立
身
之
事
従
関
東
被
申
云
﹆
道
基
一
代
可
為
摂
関
家
之
由
可
被
存
知

云
々
﹆
此
事
先
年
道
基
加
首
服
之
節
﹆
従
将
軍
家
為
摂
関
家
松
殿
相
続
可
有

之
哉
之
旨
﹆
此
事
年
来
前
殿
下
令

申
将
軍
家
給
仍
如
此

被
経
院
参
﹆
其
後
従
関
東
被
申
付
家
領
之
後
﹆
可
為

摂
関
之
事
無
沙
汰
﹆
仍
被
叙
五
位
正
下
之
後
﹆
不
申
一
官
有
子
細
送
年
月
之

処
﹆
去
年
春
日
将
軍
家
女
房
上
洛
之
便
﹆
自
女
院
被
仰
関
東
其
趣
﹆
女
御
御

方
令
経
院
参
給
﹆
御
返
答
旨
松
殿
家
号
如
何
﹆
以
九
条
家
号
道
基
一
代
為
摂

関
家
可
有
官
位
昇
進
歟
﹆
仍
従
女
院
以
此
趣
被
仰
関
東
其
旨
為
将
軍
家
執
奏

道
基
可
為
摂
関
家
之
由
可
被
申
之
歟
﹆
不
然
者
以
九
条
家
号
道
基
一
代
可
為
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摂
関
之
旨
可
被
奏
之
歟
両
様
也
﹆
其
以
後
又
無
沙
汰
今
度
従
関
東
有
返
答
其

子
細
以
御
使
被
仰
候
見
右

　

こ
こ
で
は
前
年
の
寛
永
十
七
年
に
﹁
春
日
﹂
つ
ま
り
春
日
局
が
上
洛
し
た
際

に
﹆
女
院
か
ら
後
水
尾
院
に
対
し
道
基
の
処
遇
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
﹆
松

殿
家
号
で
は
な
く
﹆
九
条
家
号
で
の
一
代
摂
関
家
と
し
て
の
昇
進
な
の
か
と
の

こ
と
を
後
水
尾
院
か
ら
聞
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
受
け
て
女
院
は

幕
府
へ
尋
ね
た
と
こ
ろ
﹆
幕
府
は
将
軍
家
の
執
奏
と
し
て
﹆
松
殿
家
号
で
取
り

立
て
る
か
﹆
そ
う
で
な
け
れ
ば
九
条
家
号
で
取
り
立
て
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ

る
と
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
幕
府
か
ら
沙
汰
が
な
く
﹆
今
回
﹆

一
代
摂
関
家
で
の
立
家
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
史
料
で
は
寛
永
十
一
年
段
階
で
は
出
て
こ
な
か
っ
た
﹁
一
代
可
為
摂
関

之
旨
﹂
と
い
う
文
言
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
寛
永
十
一
年
で
は
道
基
の
家
格
な
ど

は
決
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
﹆
十
八
年
に
至
り
﹆
道
基
一
代
限
り
は
摂
関
家
と

し
て
の
家
格
と
し
て
取
り
立
て
る
と
﹆
幕
府
が
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
し

か
し
問
題
は
寛
永
十
一
年
で
す
で
に
決
定
し
て
い
た
松
殿
家
の
相
続
そ
の
も
の

が
こ
こ
で
は
揺
ら
い
で
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
九
条
家
号
で
の
道
基
を
一
代

摂
関
家
と
し
て
取
り
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
条
文
の
理
解
で
あ
る

が
﹆
こ
の
当
時
九
条
家
当
主
は
道
基
の
兄
で
あ
る
道
房
で
あ
っ
た
。
し
か
し
道

房
は
病
弱
で
あ
り
﹆
ま
た
子
息
も
い
な
か
っ
た︶14
︵

。
一
代
摂
関
家
と
は
述
べ
て
い

る
も
の
の
﹆
子
息
の
な
い
道
房
の
養
子
と
し
て
九
条
家
を
継
が
せ
る
と
い
う
考

え
が
幕
府
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

東
福
門
院
は
こ
の
道
基
の
一
代
摂
関
家
と
い
う
事
と
﹆
幕
府
か
ら
示
さ
れ
た

家
号
の
事
に
つ
い
て
後
水
尾
院
へ
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
京
都

所
司
代
で
あ
る
板
倉
重
宗
を
呼
び
﹆
家
号
の
事
に
つ
い
て
そ
の
真
偽
を
糺
し
て

い
る
。
そ
れ
が
以
下
の
史
料
で
あ
る
。

︻
史
料
六
︼﹃
道
房
公
記　

四
﹄
寛
永
十
八
年
五
月
一
日
条

一
日
丙
子
有
申
女
院
事
使
女
房
去
月
廿
九
日
従
女
院
被
得
仙
洞
御
気
色
道
基

事
﹆
自
関
東
被
申
事
也
﹆
其
旨
道
基
一
代
可
為
摂
関
歟
之
由
﹆
従
女
院
被

奏
院
之
処
﹆
称
号
之
事
如
何
﹆
去
年
仰
以
九
条
家
号
歟
﹆
為
松
殿
家
号
哉

之
旨
及
御
垂
問
﹆
仍
女
院
被
尋
仰
板
倉
周
防
守
重
宗
々
々
申
云
﹆
以
松
殿

家
号
一
代
可
為
摂
関
家
之
旨
従
将
軍
家
被
奏
了
﹆
仍
又
被
経
院
参
之
処
﹆

於
関
東
執
奏
者
無
異
儀
之
由
被
仰
出
大
慶
為
悦
不
少
者
松
殿
家
号
之
事
可

違
院
御
気
色
歟

　

こ
こ
で
板
倉
は
は
っ
き
り
と
松
殿
家
号
で
の
一
代
摂
関
家
と
述
べ
て
お
り
﹆

後
水
尾
院
も
そ
の
幕
府
の
意
向
に
つ
い
て
了
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る︶15
︵

。

　

こ
の
寛
永
十
八
年
の
幕
府
か
ら
の
仰
せ
を
受
け
て
﹆
道
基
は
官
位
叙
任
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
﹆
五
月
六
日
に
左
近
衛
権
少
将
﹆
そ
し
て
十
日
に
は
参
内
﹆
参

院
し
﹆
六
月
に
入
り
従
四
位
下
と
な
る
な
ど
﹆
摂
家
と
同
じ
官
位
昇
進
を
た
ど

っ
て
い
く
こ
と
と
な
る︶16
︵

。
道
基
は
そ
の
後
権
大
納
言
右
近
衛
大
将
﹆
そ
し
て
従

三
位
﹆
正
二
位
と
着
実
に
昇
進
し
て
い
く
が
﹆
正
保
三
年
︵
一
六
四
六
︶
三
十

二
歳
の
若
さ
で
死
去
し
て
い
る
。
正
保
三
年
当
時
で
﹆
他
摂
家
に
は
嫡
子
以
外

で
男
子
が
居
た
の
は
鷹
司
家
で
あ
る
が
﹆
当
該
期
の
公
家
日
記
史
料
な
ど
か
ら

は
養
子
相
続
に
つ
い
て
の
記
事
は
散
見
で
き
な
い
。
推
測
と
な
る
が
﹆
一
代
摂

家
と
い
う
格
式
が
﹆
他
摂
家
か
ら
の
養
子
相
続
な
ど
が
な
か
っ
た
理
由
で
は
な
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い
か
と
考
え
る
。
道
基
の
死
去
に
よ
り
松
殿
家
は
断
絶
し︶17
︵

﹆
そ
の
後
与
え
ら
れ

て
い
た
知
行
に
つ
い
て
は
父
で
あ
る
幸
家
の
隠
居
領
と
な
り
﹆
幸
家
死
去
後
は

九
条
家
領
に
併
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た︶18
︵

。

　

さ
て
松
殿
家
は
再
び
絶
家
と
な
っ
た
が
﹆
万
治
三
年
︵
一
六
六
〇
︶
に
一
度

そ
の
家
号
を
相
続
す
る
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
る
。
そ
れ
は
八
条
宮
智
仁
親
王

の
第
三
宮
幸
丸
︵
後
の
忠
幸
﹆
以
下
は
忠
幸
と
す
る
︶
の
一
家
創
始
の
時
で
あ

る
。
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
﹆
彼
は
広
幡
と
い
う
家
号
で
清
華
家
に
列
せ
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
が︶19
︵

﹆
ど
の
よ
う
な
待
遇
﹆
そ
し
て
称
号
を
用
い
る
か
に
つ
い
て
は

朝
廷
内
で
も
議
論
が
あ
っ
た
。
以
下
に
掲
げ
る
史
料
は
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の

﹃
八
条
宮
忠
幸
源
姓
色
秦
称
号
並
官
位
之
事
﹄
で
あ
る︶20
︵

。

︻
史
料
七
︼

　
　
　
　
　

 

万
治
三
年
六
月
十
日
被
遣
常
照
院
︵
智
仁
親
王
妃
︶
殿
書
付

一　

三
宮
様
御
官
位
之
事
﹆
よ
へ
法
皇
様
へ
な
ら
せ
ら
れ
候
て
﹆
御
内
証
う

か
ゝ
ひ
な
さ
れ
候
ヘ
ハ
﹆
ひ
と
ひ
江
戸
よ
り
申
参
候
ハ
﹆
清
花
之
列
に
と

御
座
候
﹆
さ
や
う
に
御
座
候
ヘ
ハ
﹆
御
官
位
い
つ
れ
も
の
清
花
な
ミ
に
仰

上
ら
れ
候
御
事
ニ
而
候
ハ
ん
と
﹆
法
皇
様
覚
し
め
さ
れ
候
よ
し
仰
ら
れ
候
﹆

細
野
右
近
参
﹆
宣
盛
罷
出
﹆
江
戸
ゟ
申
参
候
ハ
﹆
今
度
伝
奏
衆
江
戸
参
勤

ニ
付
﹆
禁
中
﹆
仙
洞
ヨ
リ
江
戸
へ
申
参
候
事
﹆
御
書
付
ニ
テ
三
个
条
有
之

一　

禁
中
仰
ニ
候
﹆
幸
丸
殿
松
殿
之
家
可
有
相
続
之
由
﹆
乍
去
権
現
書
出
シ
ニ

家
相
続
之
時
可
用
同
姓
﹆
不
可
用
他
性
﹆
个
様
ニ
候
﹆
如
何
候
ハ
ん
哉

一　

仙
洞
仰
ニ
候
﹆
幸
丸
殿
御
猶
子
被
成
﹆
親
王
可
有
御
取
立
候
ハ
ん
哉

一　

同
源
家
ニ
御
取
立
可
有
候
ハ
ん
哉

　

こ
こ
で
は
忠
幸
の
処
遇
に
つ
い
て
﹆
禁
裏
と
仙
洞
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
意
見
が
出

さ
れ
て
お
り
﹆
幕
府
に
対
し
て
三
つ
の
案
を
提
示
し
て
い
る
。
さ
て
問
題
と
な

る
の
は
二
条
目
で
あ
る
。
禁
中
︵
こ
こ
で
い
う
﹁
禁
中
﹂
の
意
志
の
主
体
は
﹆

関
白
二
条
光
平
や
武
家
伝
奏
な
ど
の
考
え
と
こ
こ
で
は
捉
え
て
お
き
た
い
︶
か

ら
松
殿
家
を
相
続
さ
せ
る
と
の
案
が
出
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
松
殿
家
は

藤
原
姓
で
他
姓
で
あ
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
記
さ
れ
て
い
る︶21
︵

。
つ
ま
り
松
殿
家
の

家
格
の
問
題
で
は
な
く
﹆
同
姓
か
他
姓
か
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹃
広
幡
家
系
譜
﹄︶

22
︵

及
び
﹃
広
幡
家
記
録　

一︶23
︵

﹄
で
は
﹁
親
王
家
・
摂
家
ノ
義
ハ

御
差
障
ノ
義
有
之
候
間
﹂
と
あ
り
﹆
広
幡
の
家
号
で
清
華
家
と
し
て
立
家
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
﹁
差
障
﹂
と
い
う
の
が
前
出
の
史
料
か
ら
姓
の

問
題
と
捉
え
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
が
﹆
松
殿
家
の
家
格
そ
の
も
の
が
﹆
こ
の

段
階
に
お
い
て
摂
家
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
﹆
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の

か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
明
和
期
の
再
興
も
踏
ま
え

た
上
で
後
述
す
る
。

第
二
章
　
明
和
期
の
再
興

第
一
節
　
九
条
尚
実
か
ら
の
再
興
願
い
と
醍
醐
家
立
家

　

道
基
死
去
後
﹆
そ
の
後
も
嗣
子
に
恵
ま
れ
ず
絶
家
と
な
っ
て
い
た
松
殿
家
で

あ
る
が
﹆
九
条
尚
実
の
代
に
な
り
﹆
次
男
で
あ
る
武
丸
に
松
殿
家
を
相
続
さ
せ

た
い
と
の
願
い
が
出
さ
れ
る
。

︻
史
料
八
︼﹃
兼
胤
記　

三
十
五
﹄
明
和
二
年
二
月
廿
八
日
条
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一　

左
府
︵
九
条
尚
実
︶
よ
り
被
差
出
書
付
摂
政
殿
︵
近
衛
内
前
︶
へ
申
入

高
祖
父
幸
家
三
男
道
昭
松
殿
家
相
続
被
仰
出
可
経
摂
関
之
旨
蒙
勅
命
自
関

東
新
地
千
石
被
引
候
﹆
然
処
﹆
道
昭
不
幸
而
不
遂
先
途
早
世
子
孫
断
絶
候
﹆

委
儀
別
紙
注
上
候
﹆
依
之
祖
父
兼
晴
父
輔
実
等
件
家
再
興
之
事
生
涯
心
願

存
候
﹆
尚
実
茂
追
其
意
年
来
願
望
存
候
処
﹆
幸
尚
実
次
男
武
丸
既
及
十
八

歳
候
﹆
以
件
者
今
度
松
殿
家
相
続
之
儀
希
存
候
﹆
但
経
摂
関
儀
者
過
分
之

事
不
望
申
到
左
大
臣
於
昇
進
者
本
意
存
候
﹆
家
領
者
自
本
家
三
百
石
可
分

行
覚
悟
ニ
候
﹆
天
恩
被
聞
召
願
之
通
今
度
相
続
之
事
蒙
仰
候
儀
伏
希
存
候
﹆

此
旨
宜
願
奏
達
候
以
上

　
　

二
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尚
実

　
　
　

広
橋
大
納
言
殿

　
　
　

姉
小
路
前
大
納
言
殿

　

こ
の
中
で
尚
実
は
﹆
次
男
で
あ
る
武
丸
が
十
八
歳
と
な
っ
た
の
で
松
殿
家
を

相
続
さ
せ
た
い
が
﹆
摂
関
家
と
し
て
の
相
続
は
﹁
過
分
﹂
で
あ
る
た
め
望
ま
ず
﹆

左
大
臣
ま
で
昇
進
で
き
れ
ば
本
意
で
あ
る
。
ま
た
家
領
に
つ
い
て
は
本
家
か
ら

三
百
石
を
分
行
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

前
回
の
寛
永
期
の
時
と
は
違
い
﹆
摂
関
家
と
し
て
の
立
家
で
な
く
﹆
左
大
臣

ま
で
昇
進
で
き
る
家
格
﹆
つ
ま
り
清
華
家
と
し
て
の
立
家
を
念
頭
に
置
き
﹆
さ

ら
に
家
領
も
新
た
に
幕
府
か
ら
宛
が
わ
れ
る
こ
と
を
希
望
せ
ず
﹆
本
家
か
ら
分

け
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
﹁
本
家
﹂
と
の
文
言
が
出
て
く
る
こ
と
は
非
常
に

重
要
で
あ
り
﹆
こ
の
時
期
に
お
い
て
九
条
家
は
﹆
松
殿
家
を
摂
関
家
の
家
柄
と

し
て
や
独
立
し
た
一
つ
の
﹁
家
﹂
で
は
な
く
﹆
九
条
家
の
分
家
と
し
て
松
殿
家

を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
こ
の
願
書
を
う
け
て
摂
政
近
衛
内
前
﹆
広
橋
﹆
姉
小
路
の
両
武
家
伝
奏

は
京
都
所
司
代
で
あ
る
阿
部
飛
驒
守
と
の
協
議
に
入
る
。
武
家
伝
奏
が
所
司
代

に
披
露
し
た
書
付
が
以
下
の
史
料
で
あ
る
。

︻
史
料
九
︼﹃
兼
胤
記　

三
十
五
﹄
明
和
二
年
三
月
十
一
日
条

一　

武
君
松
殿
相
続
之
事
﹆
左
府
殿
願
書
松
殿
断
絶
之
訳
書
渡
之
﹆
摂
政
殿
被

命
之
趣
書
付
渡
之

松
殿
家
数
年
及
断
絶
候
処
﹆
此
度
九
条
左
大
臣
次
男
武
君
十
八
才
旧
号
再

興
相
続
之
儀
﹆
左
大
臣
内
々
被
相
願
候
﹆
松
殿
家
者
元
摂
関
家
ニ
候
得
共
﹆

此
度
武
君
相
続
被
仰
出
候
者
清
華
之
列
ニ
被
相
願
候
﹆
摂
家
中
ニ
茂
一
等

同
意
被
存
候
由
ニ
候
間
﹆
願
之
通
被
仰
出
度
被
思
召
候
﹆
尤
願
之
通
清
華

之
列
醍
醐
家
御
取
立
之
節
之
趣
ニ
可
被
仰
出
於
関
東
思
召
不
被
為
在
者
表

向
御
内
慮
可
被
仰
進
候
﹆
右
之
段
先
可
及
御
内
談
之
由
摂
政
殿
被
命
候
事

別
紙

延
宝
六
年
一
条
前
関
白
昭
良
公
次
男
冬
基
依
思
召
関
東
江
被
仰
進
新
家
ニ

御
取
立
﹆
清
華
之
列
ニ
被
仰
付
﹆
称
号
醍
醐
与
被
仰
出
知
行
三
百
石
関
東

よ
り
被
下
候
事
﹆
右
醍
醐
冬
基
者
関
白
之
子
息
ニ
而
有
之
候
間
﹆
清
華
一

列
よ
り
ハ
少
々
御
会
釈
茂
有
之
候
﹆
冬
基
之
子
息
冬
凞
よ
り
全
清
華
一
列

之
通
ニ
而
有
之
候
事
﹆

　

右
飛
驒
守
承
諾
追
而
可
及
挨
拶
之
由
也
﹆
両
人
上
京
後
被
申
聞
之
由
示
了

　

前
半
で
は
摂
家
の
者
た
ち
に
も
同
意
が
と
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
﹆
あ
と
は

前
出
の
史
料
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
が
﹆
問
題
は
別
紙
以
降
の
箇
所
で
あ
る
。
そ
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こ
で
は
延
宝
年
間
に
立
家
し
た
醍
醐
家
の
事
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
醍
醐

家
は
清
華
家
に
列
せ
ら
れ
﹆
ま
た
幕
府
か
ら
三
百
石
宛
が
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
︻
史
料
八
︼
で
尚
実
が
希
望
し
て
い
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
尚
実

は
こ
の
醍
醐
家
の
立
家
を
先
例
と
し
て
今
回
の
松
殿
家
再
興
を
願
っ
て
い
た
と

い
え
る
。

　

さ
て
そ
れ
で
は
醍
醐
家
と
は
ど
の
よ
う
な
家
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

少
し
醍
醐
家
の
立
家
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い︶24
︵

。

　

醍
醐
家
と
は
一
条
昭
良
の
次
男
で
あ
る
冬
基
が
延
宝
六
年
に
立
家
し
た
家
で

あ
る
。
昭
良
は
後
陽
成
院
の
皇
子
で
あ
り
﹆
一
条
家
へ
養
子
と
し
て
入
っ
た
人

物
で
あ
る
。
後
水
尾
院
に
と
っ
て
は
弟
で
あ
り
﹆
冬
基
は
院
の
甥
と
な
る
。

　

さ
て
冬
基
は
延
宝
二
年
︵
一
六
七
四
︶
十
一
月
に
正
五
位
下
﹆
そ
し
て
院
の

昇
殿
を
許
さ
れ
て
い
る
が
﹆
こ
の
叙
爵
に
つ
い
て
は
後
水
尾
院
の
院
参
衆
で
あ

る
梅
小
路
定
矩︶25
︵

か
ら
当
時
の
武
家
伝
奏
で
あ
る
中
院
通
茂
に
対
し
て
叙
爵
を
行

う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る︶26
︵

。
ま
た
清
華
家
へ
の
取
立
の
際
に
は
﹆
時
の
左
大

臣
で
あ
る
近
衛
基
煕
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

︻
史
料
十
︼﹃
基
熈
公
記　

六
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
︶
延
宝

六
年
四
月
二
日
条

申
刻
醍
醐
少
将
被
来
﹆
菅
中
納
言
篤
親
朝
臣
等
同
道
﹆
先
日
出
身
以
後
今
日

始
而
参
内
云
々
﹆
此
人
知
徳
院
関
白
二
男
日
頃
陰
居
西
鴨
山
庄
五
六
ヶ
年
以

前
被
参
﹆
始
法
皇
其
時
節
叙
爵
名
字
冬
基
連
々
被
召
加
連
歌
御
会
等
御
憐
憫

深
之
間
﹆
出
身
之
事
被
歎
﹆
仰
関
東
之
処
﹆
今
度
両
伝
奏
上
洛
之
時
従
関
東

出
身
之
事
被
治
定
﹆
称
号
醍
醐
ト
号
ス
﹆
先
日
任
右
少
将
権
之
服
者
﹆
先
年

被
参
法
皇
之
時
分
密
々
有
之
歟
﹆
其
時
既
禁
色
等
之
事
御
免
歟
﹆
今
日
着
直

衣
被
来
対
面
偏
法
皇
之
御
重
恩
﹆
予
只
連
々
令
口
入
之
事
種
々
被
述
謝
詞
暫

時
之
後
被
帰
出
了
﹆
且
又
家
領
三
百
石
従
武
家
被
沙
汰
今
日
以
後
可
為
清
華

之
由
治
定
也
﹆
尤
珎
重
之
次
第
也
﹆
当
時
新
家
建
立
之
事
武
家
一
向
不
被
庶

幾
之
処
﹆
今
日
如
此
之
事
出
来
只
法
皇
之
御
恩
誠
如
山
如
海
是
又
自
然
天
運

令
然
歟

　

基
煕
は
武
家
が
当
時
は
﹁
新
家
建
立
之
事
武
家
一
向
不
被
庶
幾
之
処
﹂
で
あ

っ
た
が
﹆
後
水
尾
院
の
推
挙
に
よ
り
三
百
石
の
知
行
と
清
華
家
と
し
て
立
家
で

き
た
と
述
べ
﹆
院
の
偉
大
さ
を
称
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
醍
醐
家
の
立
家
に
つ
い
て
は
﹆
後
水
尾
院
の
意
向
を
受
け
﹆
時

の
院
参
衆
な
ど
が
そ
の
交
渉
を
行
い
﹆
清
華
家
へ
の
立
家
に
至
っ
て
い
る
。

第
二
節
　
幕
府
と
の
協
議
と
武
丸
の
待
遇

　

先
ほ
ど
の
武
家
伝
奏
か
ら
の
書
付
を
う
け
﹆
所
司
代
か
ら
の
返
答
が
届
く
。

そ
れ
が
以
下
の
史
料
で
あ
る
。

︻
史
料
十
一
︼﹃
兼
胤
記　

三
十
五
﹄
明
和
二
年
七
月
四
日
条

一　

飛
驒
守
よ
り
示
越
書
付
摂
政
殿
へ
申
入

︵
前
略
︶
関
東
江
申
遣
候
処
﹆
右
例
書
有
之
候
醍
醐
家
之
儀
者
﹆
延
宝
六
年

法
皇
叡
慮
ニ
而
相
済
候
趣
ニ
相
見
候
﹆
此
度
者
九
条
殿
よ
り
被
相
願
候
間
﹆

右
例
ニ
的
当
ハ
不
致
候
﹆
此
度
ニ
相
当
之
例
茂
有
之
候
者
可
申
越
候
﹆
且
又

醍
醐
家
者
関
東
よ
り
家
領
被
下
候
﹆
此
度
ハ
九
条
殿
よ
り
三
百
石
家
領
被
相

分
候
由
ニ
候
得
者
﹆
若
願
之
通
相
済
候
得
者
九
条
殿
家
領
高
是
迄
よ
り
三
百
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石
相
減
候
ハ
勿
論
之
儀
候
得
共
﹆
是
亦
為
念
承
置
度
之
由
﹆
年
寄
共
申
越
候

間
﹆
外
相
当
之
例
茂
有
之
候
者
被
仰
聞
候
様
致
度
存
候
事

　

こ
の
中
で
幕
府
は
醍
醐
家
の
立
家
は
後
水
尾
法
皇
の
叡
慮
に
よ
る
も
の
で
あ

り
﹆
今
回
の
先
例
と
し
て
は
適
当
で
な
く
﹆
適
当
な
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
出

し
て
も
ら
い
た
い
。
ま
た
家
領
に
つ
い
て
は
九
条
家
か
ら
三
百
石
宛
が
う
こ
と

と
な
れ
ば
﹆
九
条
家
家
領
が
減
る
こ
と
に
な
る
が
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な
い
の
か

確
認
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
醍
醐
家
の
立
家
は

後
水
尾
院
主
導
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
梅
小
路
な
ど
院
参
衆
が
叙
爵
な
ど
の

事
に
つ
い
て
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
確
認
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
近
衛
内
前
は
以
下
の
よ
う
に
返
答
し
て
い
る
。

︻
史
料
十
二
︼﹃
兼
胤
記　

三
十
五
﹄
明
和
二
年
四
月
十
九
日
条

一　

申
刻
両
人
同
伴
﹆
向
飛
驒
守
役
宅
面
謁
左
之
趣
演
達
書
付
渡
之

︵
前
略
︶
醍
醐
家
茂
御
取
立
之
儀
父
一
条
前
関
白
内
々
願
ニ
而
有
之
候
得
共
﹆

被
仰
進
候
節
ハ
思
召
之
趣
ニ
被
仰
進
候
﹆
尤
右
之
節
ハ
先
及
御
内
談
候
儀
無

之
直
ニ
表
向
被
仰
進
候
﹆
此
度
茂
関
東
思
召
無
之
表
向
被
仰
進
候
様
ニ
相
成

候
得
者
﹆
内
々
願
之
儀
ハ
不
被
仰
進
思
召
之
趣
ニ
可
被
仰
進
候
﹆
且
又
家
領

之
事
若
願
之
通
相
済
候
得
者
勿
論
九
条
家
家
領
三
百
石
相
減
候
儀
左
大
臣
其

心
得
ニ
而
有
之
候
事

　

実
際
に
は
﹆
冬
基
の
父
で
あ
る
一
条
昭
良
も
内
々
に
新
家
設
立
を
願
っ
て
お

り
﹆
た
だ
そ
の
際
に
は
内
談
を
行
わ
ず
﹆
立
家
し
た
い
と
い
う
事
を
幕
府
へ
直

接
述
べ
た
の
が
法
皇
の
﹁
思
召
﹂
で
あ
っ
た
。
今
回
も
内
談
を
行
わ
ず
﹆
表
向

き
に
直
接
願
う
の
が
よ
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
に
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
家
領
に
つ
い
て
九
条
家
は
承
知
し
て
い
る
こ
と
を
伝
奏
を
通
じ
て
所
司
代

に
伝
え
て
い
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
幕
府
側
も
納
得
し
﹆
こ
の
立
家
に
許
可
を
出
し
﹆
正
式
に
武
丸

が
松
殿
家
を
相
続
し
﹆
立
家
す
る
こ
と
が
決
定
す
る
。

　

幕
府
か
ら
正
式
な
許
可
が
出
た
こ
と
に
よ
り
﹆
朝
廷
内
で
の
武
丸
の
待
遇
に

つ
い
て
内
前
よ
り
指
示
が
出
さ
れ
る︶27
︵

。
ま
ず
伺
候
の
間
に
つ
い
て
は
﹁
麝
香

間
﹂
で
は
な
く
﹁
錦
鶏
間
﹂
と
し
﹆
摂
家
よ
り
一
段
低
い
扱
い
と
さ
れ
た︶28
︵

。
小

番
は
免
除
で
﹆
天
盃
﹆
天
酌
な
ど
を
賜
る
こ
と
な
ど
が
決
定
し
た
。
次
に
朝
廷

内
に
対
し
こ
の
立
家
に
つ
い
て
の
伝
達
が
行
わ
れ
た
。

︻
史
料
十
三
︼﹃
兼
胤
記　

三
十
五
﹄
明
和
二
年
十
二
月
九
日
条

一　

摂
政
殿
被
仰
此
書
付
之
趣
左
之
輩
江
可
申
達
﹆
尤
一
統
之
中
同
意
ニ
候

ハ
ヾ
﹆
連
名
之
一
封
を
可
被
申
入
﹆
異
存
候
ハ
バ
以
別
紙
可
申
入
之
由
﹆

予
飛
鳥
井
前
大
納
言
︵
議
奏
飛
鳥
井
雅
香
︶
江
被
命

松
殿
家
者
元
為
摂
関
家
之
処
﹆
此
度
華
族
之
列
ニ
御
取
立
候
﹆
乍
然
醍
醐

家
広
幡
家
者
以
新
号
御
取
立
﹆
松
殿
家
者
以
旧
家
摂
関
家
之
号
御
取
立
之

事
故
﹆
武
君
一
代
者
雖
華
族
之
一
列
各
別
之
思
召
を
以
参
内
之
節
﹆
御
会

釈
之
方
非
蔵
人
之
陪
膳
ニ
可
被
仰
出
哉
与
被
思
召
候
﹆
祇
候
之
所
可
為
錦

鶏
之
画
間
歟
﹆
於
此
席
者
一
統
已
下
公
�
ニ
候
間
﹆
各
所
存
茂
可
有
之
歟
﹆

近
習
番
衆
所
南
鑑
間
可
被
設
其
席
哉
﹆
尤
於
御
前
之
儀
者
一
列
一
同
可
為

折
敷
候
﹆
且
禁
中
御
所
下
乗
之
儀
者
一
列
一
同
之
通
与
可
有
御
沙
汰
候
事

右
親
王
方
江　

式
部
�
宮
﹆
帥
宮

華
族
一
統
江　

花
山
院
前
右
府
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小
番
御
免　
　

中
山
前
大
納
言
一
位
﹆
綾
小
路
等
除
之
﹆
依
九
条
家
門
流

三
�　
　
　
　

難
波
中
納
言
﹆
按
察
使
除
同
上

　
　
　
　
　
　

兼
胤
議
奏
四
�
﹆
除
姉
小
路
﹆
葉
室

　

武
丸
に
つ
い
て
は
﹆
一
代
は
﹁
君
﹂
と
称
す
る
事
が
内
前
か
ら
申
し
渡
さ
れ

て
い
る
が︶29
︵

﹆
こ
の
史
料
か
ら
は
さ
ら
に
松
殿
家
が
旧
号
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
﹆
元
々
は
﹁
摂
関
家
之
号
﹂
で
の
取
立
で
あ
る
の
で
﹆
清
華
家
と
い
え
ど
も

武
君
一
代
に
つ
い
て
は
﹆
非
蔵
人
の
陪
膳
や
下
乗
場
所
に
つ
い
て
さ
ら
に
摂
家

と
同
待
遇
で
扱
う
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

武
丸
は
明
和
三
年
正
月
九
日
に
元
服
し
﹆
名
を
忠
孝
と
改
め
る
。
そ
し
て
同

日
に
従
四
位
下
﹆
左
近
衛
権
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
﹆
そ
の
後
も
順
調
に
官
位
昇
進

を
遂
げ
て
い
く
。
し
か
し
明
和
五
年
九
月
に
な
る
と
忠
孝
が
病
気
と
な
り
﹆
二

十
一
歳
で
死
去
し
て
し
ま
い
﹆
再
び
松
殿
家
は
断
絶
と
な
っ
て
し
ま
う
。

︻
史
料
十
四
︼﹃
兼
胤
記　

四
〇
﹄
明
和
五
年
九
月
十
四
日
条

一　

松
殿
中
納
言
所
労
及
大
切
及
ノ
事
候
﹆
依
無
嗣
子
家
断
絶
候
﹆
知
行
ハ
自

本
家
来
分
候
間
﹆
不
能
左
右
之
儀
之
由
左
府
殿
被
差
出
書
付
両
人
宛
摂
政

殿
へ
申
入
聞
召
之
由
被
仰
︵
後
略
︶

　

忠
孝
に
は
子
息
が
な
く
﹆
ま
た
本
家
で
あ
る
九
条
家
に
も
松
殿
家
を
相
続
で

き
る
子
息
が
い
な
か
っ
た
た
め
断
絶
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
寛
永
期
の
再
興
に
つ
い
て
で
あ
る
が
﹆
こ
の
時
の
再
興
は
徳
川
家
光
﹆

後
水
尾
院
﹆
東
福
門
院
﹆
九
条
幸
家
の
四
者
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
。
当

時
の
摂
政
﹆
武
家
伝
奏
に
積
極
的
な
関
与
は
見
ら
れ
ず
﹆
あ
く
ま
で
こ
の
四
者

に
よ
る
交
渉
で
決
定
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

問
題
と
な
る
の
は
寛
永
十
八
年
の
﹁
一
代
摂
家
﹂
と
の
文
言
で
あ
る
。
寛
永

十
一
年
段
階
で
は
家
格
は
決
定
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
﹆
武
家
伝
奏
で
あ
る

三
条
西
が
︻
史
料
二
︼
で
公
家
衆
の
監
視
・
統
制
を
行
う
よ
う
述
べ
て
い
る
の

は
﹆
松
殿
家
は
摂
関
家
の
称
号
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
﹆
松
殿
家
相
続
＝
摂

家
と
し
て
の
立
家
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
三
条
西

は
﹆
朝
廷
内
統
制
機
構
と
し
て
幕
府
か
ら
公
家
衆
の
統
制
を
担
わ
さ
れ
た
摂
家

と
同
じ
役
割
を
﹆
当
然
担
う
べ
き
と
の
意
見
を
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
﹆
少
な
く
と
も
寛
永
十
一
年
段
階
に
お
い
て
は
五

摂
家
が
六
摂
家
に
な
っ
た
可
能
性
は
指
摘
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
︻
史
料

三
︼
の
﹁
又
御
取
立
之
上
ハ
摂
家
衆
之
行
義
ノ
悪
衆
直
談
ニ
可
被
申
上
由
被
仰

出
候
﹂
と
の
条
文
で
あ
る
が
﹆
道
基
に
摂
家
そ
の
も
の
を
監
視
す
る
と
の
文
言

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
が
﹆
道
基
は
寛
永
十
一
年
当
時
﹆
い
ま
だ
二
十
歳
と
若

年
で
あ
る
。
そ
の
若
年
の
道
基
が
当
時
の
摂
家
衆
の
監
視
を
行
う
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
。
前
述
し
た
が
﹆
こ
れ
は
複
本
作
成
時
の
脱
落
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
む
し
ろ
道
基
を
摂
家
と
し
て
立
家
さ
せ
る
こ
と
で
﹆
血
縁
で
将
軍
家
と
繫

が
り
の
あ
る
九
条
家
を
幕
府
側
の
期
待
に
沿
う
摂
家
と
し
て
取
り
込
む
考
え
が

幕
府
側
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
寛
永
十
八
年
の
﹁
一
代
摂
家
﹂
に
よ
る
再
興
で
あ
る
が
﹆
あ
く
ま
で
も
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道
基
一
代
が
﹁
摂
家
﹂
で
あ
り
﹆
仮
に
道
基
に
子
息
が
居
た
と
し
て
も
﹆
そ
の

子
息
は
﹁
摂
家
﹂
と
し
て
処
遇
さ
れ
な
い
こ
と
は
こ
の
﹁
一
代
摂
家
﹂
と
い
う

文
言
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
道
基
が
死
去
し
た
際
に
﹆
養
子
相
続
が
行
わ

れ
な
か
っ
た
事
は
あ
く
ま
で
﹁
一
代
摂
家
﹂
で
松
殿
家
を
存
続
さ
せ
て
い
く
と

い
う
考
え
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
寛
永
十
一
年
段
階
で
は

松
殿
家
を
﹁
摂
家
﹂
と
し
て
立
家
さ
せ
る
可
能
性
が
幕
府
の
政
策
上
存
在
し
て

い
た
が
﹆
こ
の
段
階
に
至
っ
て
は
す
で
に
そ
の
考
え
は
な
く
﹆
あ
く
ま
で
道
基

個
人
へ
の
属
人
的
政
策
へ
と
転
換
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く

は
寛
永
十
一
年
の
時
と
違
い
﹆
摂
家
が
武
家
伝
奏
と
と
も
に
朝
廷
内
統
制
機
構

と
し
て
幕
府
の
意
向
通
り
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
﹆
そ
う
し
た
機
構
が
確
立

し
た
と
幕
府
が
判
断
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
っ
た
以
上
は
﹆
あ

え
て
摂
家
を
増
や
す
意
味
合
い
は
幕
府
側
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

次
に
明
和
期
の
再
興
に
移
り
た
い
。
こ
ち
ら
は
同
じ
松
殿
家
号
の
再
興
で
も

寛
永
期
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
は
九
条
家
﹁
本

家
﹂
か
ら
三
百
石
を
分
け
﹆
さ
ら
に
塩
小
路
家
が
松
殿
家
諸
大
夫
と
し
て
取
り

立
て
ら
れ
る
が︶30
︵

﹆
松
殿
家
が
絶
家
と
な
る
と
塩
小
路
家
は
九
条
家
の
諸
大
夫
と

な
っ
て
い
る︶31
︵

。
つ
ま
り
こ
ち
ら
は
完
全
に
九
条
家
の
分
家
と
し
て
立
家
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
享
保
か
ら
寛
保
期
に
か
け
て
摂
家
当
主
が
相
次
い
で
早

世
し
﹆
摂
家
そ
の
も
の
が
断
絶
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
状
況
か
ら
﹆
血
脈
の
維

持
と
言
う
こ
と
も
こ
の
立
家
の
一
つ
の
目
的
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
寛
永
期
と
比
較
し
て
明
和
期
で
は
﹆
五
摂
家
の
権
威
そ
の
も
の
が
大
き

く
上
昇
し
て
お
り
﹆
ま
た
摂
家
自
体
も
貴
種
化
を
計
ろ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら

れ
︶
32
︵

﹆
た
と
え
元
々
摂
関
家
の
称
号
と
い
え
ど
も
﹆
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
既
に

摂
家
と
し
て
立
家
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
﹆
そ
れ
が
今
回
の
清
華
家
と
し

て
の
立
家
と
な
っ
た
可
能
性
は
大
き
い
と
考
え
て
い
る
。

　

近
世
で
は
多
く
の
新
家
が
立
家
し
﹆
摂
家
に
次
ぐ
家
格
で
あ
る
清
華
家
も
立

家
し
た
も
の
の
﹆
そ
の
頂
点
に
い
る
摂
家
に
つ
い
て
は
新
た
に
増
加
す
る
可
能

性
は
い
ま
だ
朝
廷
内
統
制
機
構
が
不
安
定
で
﹆
確
立
を
計
ろ
う
と
し
て
い
た
寛

永
十
一
年
の
松
殿
家
再
興
の
時
が
唯
一
の
可
能
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
以

後
は
﹆
摂
家
権
威
の
上
昇
や
摂
家
が
朝
廷
内
統
制
機
構
と
し
て
確
立
し
た
こ
と

か
ら
﹆
摂
家
の
増
加
は
も
は
や
近
世
を
通
じ
て
そ
の
可
能
性
は
な
く
な
っ
た
と

い
え
よ
う
。
近
世
で
は
摂
家
偏
重
が
進
み
﹆
摂
家
で
な
け
れ
ば
朝
議
に
預
か
れ

な
い
状
況︶33
︵

﹆
ま
た
三
公
独
占
状
態
が
摂
家
に
よ
り
行
わ
れ
る
な
ど︶34
︵

﹆
そ
の
権
威

は
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
一
方
で
﹁
家
﹂
の
立
家
と
い
う
観
点
で
も
そ
の
権
威
は

大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

注︵
1
︶　

高
埜
利
彦
﹁
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
三
一
九
﹆
一
九
八

九
ａ
︶

︵
2
︶　

山
口
和
夫
﹁
天
皇
・
院
と
公
家
集
団
﹂︵﹃
歴
史
学
研
究
﹄
七
一
六
﹆
一
九
九

八
ｂ
︶

︵
3
︶　

藤
井
譲
治
﹁
江
戸
幕
府
の
成
立
と
天
皇
﹂︵﹃
講
座
前
近
代
の
天
皇
﹄
二
﹆
一

九
九
三
年
﹆
青
木
書
店
所
収
︶﹆
山
口
和
夫
﹁
近
世
の
家
職
﹂︵﹃
岩
波
講
座
日

本
通
史
﹄
一
四
﹆
一
九
九
五
年
﹆
岩
波
書
店
所
収
︶。

︵
4
︶　

五
摂
家
分
立
﹆
各
摂
関
家
成
立
に
つ
い
て
は
﹆
義
江
彰
夫
﹁
摂
関
家
領
の
相
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続
研
究
序
説
﹂︵﹃
史
学
雑
誌
﹄
第
七
六
編　

第
四
号
﹆
一
九
六
七
年
︶﹆
金
沢

正
大
﹁
二
条
摂
関
家
の
成
立
と
幕
府
﹂︵﹃
政
治
経
済
史
学
﹄
二
一
五
﹆
一
九
八

四
年
︶﹆
上
原
栄
子
﹁
鎌
倉
時
代
摂
関
家
の
経
済
的
基
盤
﹂︵﹃
歴
史
教
育
﹄
第

十
一
巻
六
号
﹆
一
九
六
三
年
︶﹆
名
和
修
﹁
五
摂
家
分
立
に
つ
い
て
│
そ
の
経

緯
と
史
的
要
因
│
﹂︵
笠
谷
和
比
古
編
﹃
公
家
と
武
家
Ⅱ
│
﹁
家
﹂
の
比
較
文

明
史
的
考
察
﹄
思
文
閣
出
版
﹆
一
九
九
九
年
所
収
︶﹆
三
田
武
繁
﹁
摂
関
家
九

条
家
の
確
立
﹂︵﹃
北
大
史
学
﹄
第
四
〇
号
﹆
二
〇
〇
〇
年
︶
な
ど
を
参
考
に
し

た
。

︵
5
︶　

秀
勝
は
織
田
信
長
の
四
男
で
﹆
豊
臣
秀
吉
の
養
子
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

︵
6
︶　
﹃
九
条
家
譜
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
本
︶﹆﹃
徳
川
諸
家
系
譜

二
﹄︵
続
群
書
類
従
完
成
会
﹆
一
九
七
四
年
︶。

︵
7
︶　

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
謄
写
本
﹆
請
求
番
号163

┋0106

﹆
尚
﹆
国

立
公
文
書
館
に
は
も
う
ひ
と
つ
﹃
凉
源
院
殿
御
記
﹄︵
請
求
番
号263

┋0088

︶

が
存
在
す
る
。
ま
た
﹃
日
野
大
納
言
資
勝
�
記
﹄
と
の
名
称
の
も
の
も
三
つ
内

閣
文
庫
で
は
所
蔵
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
記
録
年
代
や
記
載
内
容
等
に
差
異
が

見
ら
れ
る
。
ま
た
他
に
も
宮
内
庁
書
陵
部
﹆
本
稿
で
使
用
し
て
い
る
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
な
ど
に
も
所
蔵
が
確
認
で
き
る
。

︵
8
︶　

野
村
玄
氏
は
日
野
資
勝
の
日
記
に
つ
い
て
﹆
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
謄
写
本

で
あ
る
﹁
資
勝
�
記
﹂
と
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
の
﹃
凉
源
院
殿
御

記
﹄︵
請
求
番
号263

┋0088

︶
を
使
用
し
﹆
そ
れ
ら
の
記
載
か
ら
﹁
こ
れ
ら
の

日
記
は
日
野
が
武
家
伝
奏
に
就
任
す
る
寛
永
七
年
︵
一
六
三
〇
︶
以
前
か
ら
書

き
継
が
れ
て
お
り
﹆
武
家
伝
奏
の
職
掌
日
記
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
両

本
の
記
録
年
月
日
と
内
容
に
は
異
同
が
あ
り
﹆
日
野
は
複
数
の
私
日
記
を
作
成

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
両
本
と
も
﹆
公
私
両
面
に
お
い
て
記
述
は
詳
細
で

あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︵
野
村
玄
﹁
寛
永
期
に
お
け
る
後
水
尾
院
の
政
治
的

位
置
﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
四
八
四
﹆
二
〇
〇
二
年
︶︶。

︵
9
︶　

寛
永
十
一
年
当
時
の
摂
家
当
主
の
年
齢
は
近
衛
信
尋
が
三
十
六
歳
﹆
九
条
幸

家
四
十
九
歳
﹆
鷹
司
信
房
七
十
歳
﹆
一
条
兼
遐
三
十
歳
﹆
二
条
康
道
二
十
八
歳

と
い
ず
れ
も
道
基
よ
り
年
長
で
あ
る
︵﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系　

公
�
補
任

第
三
編
﹄︵
吉
川
弘
文
館
﹆
一
九
八
二
年
︶︶
参
照
︶。

︵
10
︶　

原
書
房
﹆
一
九
八
二
年
﹆
松
田
敬
之
氏
よ
り
ご
教
示
頂
い
た
。

︵
11
︶　
﹃
九
条
家
譜
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
本
︶。

︵
12
︶　

こ
の
寛
永
十
一
年
か
ら
十
八
年
の
間
﹆
松
殿
の
家
格
に
つ
い
て
指
示
が
な
か

っ
た
点
に
つ
い
て
は
﹆
当
該
期
の
家
光
政
権
内
部
の
動
向
や
﹆
家
光
の
病
気
な

ど
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︵
藤
井
譲
治
﹃
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過

程
の
研
究
﹄︵
校
倉
書
房
﹆
一
九
九
〇
年
︶
を
参
照
︶。

︵
13
︶　

道
基
は
寛
永
十
三
年
十
二
月
八
日
に
家
光
よ
り
知
行
千
石
を
与
え
ら
れ
﹆
そ

の
判
物
も
賜
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︵﹃
兼
胤
記　

四
十
﹄︵
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
︶
明
和
二
年
二
月
廿
八
日
条
︶﹆
ま
た
父
で
あ
る
幸

家
と
と
も
に
そ
の
御
礼
の
た
め
江
戸
へ
下
向
し
﹆
家
光
に
拝
謁
し
て
い
る

︵﹃
寛
永
録　

五
﹄︵
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
︶
寛
永
十
三
年
八
月
十
日

条
︶。

︵
14
︶　

道
房
は
正
保
四
年
︵
一
六
四
七
︶
三
十
九
歳
で
死
去
し
﹆
九
条
家
の
家
督
は

鷹
司
家
よ
り
入
っ
た
兼
晴
が
継
い
で
い
る
︵﹃
九
条
家
譜
﹄
参
照
︶。

︵
15
︶　
﹁
一
代
摂
家
﹂
と
の
文
言
は
当
時
の
摂
政
で
あ
っ
た
二
条
康
道
の
日
記
や
東

福
門
院
附
の
武
士
で
あ
っ
た
天
野
豊
前
守
の
日
記
か
ら
も
確
認
で
き
る
︵﹃
二

条
家
記
録　

康
道
公
記　

六
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
真
帳
︶
寛
永

十
八
年
四
月
二
十
八
日
条
﹆﹃
大
内
日
記
後
編　

七
﹄︵
国
立
公
文
書
館
内
閣
文

庫
所
蔵
︶
寛
永
十
八
年
四
月
二
十
九
日
条
︶。

︵
16
︶　

幕
末
の
一
条
家
の
侍
で
あ
る
下
橋
敬
長
が
記
し
た
﹃
幕
末
の
宮
廷
﹄︵
平
凡

社
﹆
一
九
七
九
年
︶
に
よ
れ
ば
﹁
摂
家
は
七
﹆
八
歳
で
元
服
し
﹆
そ
の
日
﹁
禁

色
雑
袍
昇
殿
を
聴
す
﹂
と
い
う
宣
下
が
出
て
﹆
従
五
位
下
な
い
し
正
五
位
下
に

叙
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
正
五
位
下
の
人
は
従
四
位
上
に
﹆
従
五

位
下
の
人
は
従
四
位
上
に
﹆
越
階
と
申
し
て
推
叙
せ
ら
れ
﹆
ま
た
剰
闕
推
任
で
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近
衛
権
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
﹆
続
い
て
近
衛
権
中
将
に
上
が
り
ま
す
﹂
と
あ
る
。

道
基
も
元
服
し
禁
色
昇
殿
を
聴
さ
れ
て
お
り
﹆
ま
た
正
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
左
近
衛
権
少
将
﹆
従
四
位
下
と
昇
進
し
て
お
り
﹆﹃
幕
末
の
宮

廷
﹄
に
あ
る
よ
う
に
﹆
摂
家
と
同
じ
昇
進
過
程
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

︵
17
︶　

道
基
は
九
条
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
東
福
寺
へ
葬
ら
れ
て
い
る
︵﹃
近
衛
尚
嗣

公
記　

二
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
︶
正
保
三
年
六
月
十
二
日

条
︶。

︵
18
︶　
﹃
兼
胤
記　

四
十
﹄
明
和
二
年
二
月
廿
八
日
条
。

︵
19
︶　

広
幡
家
の
創
始
に
つ
い
て
は
久
保
貴
子
﹁
江
戸
時
代
の
公
家
と
武
家
│
公
家

か
ら
武
家
へ
の
身
分
異
動
│
﹂︵﹃
学
術
研
究
│
地
理
学
・
歴
史
学
・
社
会
科
学

編
﹄
第
四
十
一
号
﹆
一
九
九
二
年
︶
に
詳
し
い
。

︵
20
︶　

尚
﹆
同
じ
史
料
が
﹃
皇
室
制
度
史
料　

皇
族
三
﹄︵
吉
川
弘
文
館
﹆
一
九
八

五
年
︶
に
収
録
さ
れ
て
お
り
﹆
本
稿
で
は
こ
ち
ら
を
使
用
す
る
。

︵
21
︶　

こ
の
他
姓
に
よ
る
相
続
の
禁
止
に
つ
い
て
は
﹁
権
現
書
出
﹂﹆
つ
ま
り
徳
川

家
康
の
書
き
出
し
と
あ
る
よ
う
に
﹆﹁
禁
中
並
公
家
諸
法
度
﹂
第
六
条
の
規
定

を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

︵
22
︶　

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。
同
様
に
﹃
皇
室
制
度
史
料　

皇
族
三
﹄
所
収
の
も
の

を
使
用
し
た
。

︵
23
︶　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
。

︵
24
︶　

醍
醐
家
立
家
に
つ
い
て
は
山
口
和
夫
﹁
近
世
史
料
と
政
治
史
研
究
│
江
戸
時

代
前
期
の
院
近
臣
の
授
受
文
書
を
中
心
に
│
﹂︵﹃
日
本
の
時
代
史　
30　

歴
史

と
素
材
﹄
吉
川
弘
文
館
﹆
二
〇
〇
四
年
所
収
︶
に
詳
し
い
。

︵
25
︶　

前
掲
注
24
山
口
論
文
。

︵
26
︶　
﹃
中
院
通
茂
日
記　

十
一
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
真
帳
︶
延
宝
二

年
十
一
月
二
十
一
日
条
。

︵
27
︶　
﹃
兼
胤
記　

三
十
五
﹄
明
和
二
年
九
月
十
八
日
条
。

︵
28
︶　

藤
波
言
忠
﹁
京
都
御
所
取
調
書
﹂
に
よ
れ
ば
﹆
麝
香
之
間
は
﹁
摂
家
﹆
宮
方
﹆

諸
家
の
大
臣
﹆
准
大
臣
﹆
及
び
当
今
の
御
養
子
又
は
御
連
枝
に
あ
ら
ざ
る
入
道

親
王
﹆
摂
家
門
跡
等
の
候
所
な
り
﹂
と
あ
り
﹆
錦
鶏
之
間
に
つ
い
て
は
﹁
議
奏
﹆

伝
奏
﹆
近
習
小
番
免
除
の
輩
の
候
所
な
り
﹂
と
あ
る
︵
高
木
博
志
﹃
明
治
維
新

と
京
都
文
化
の
変
容
│
19
世
紀
に
お
け
る
﹁
日
本
文
化
﹂
の
近
代
的
再
編
・
同

質
化
│
﹄
平
成
十
三
～
十
五
年
度
科
学
研
究
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
︶。

︵
29
︶　
﹃
兼
胤
記　

三
十
五
﹄
明
和
二
年
十
月
二
十
九
日
条
。

︵
30
︶　
﹃
勧
修
寺
家
旧
蔵
記
録
四
〇
五　

経
逸
�
記
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵

写
真
帳
︶
明
和
二
年
十
一
月
二
十
日
条
。

︵
31
︶　
﹃
日
本
古
典
全
集　

地
下
家
伝　

四
﹄︵
現
代
思
潮
社
﹆
一
九
七
八
年
︶
で
は

塩
小
路
家
に
つ
い
て
九
条
家
諸
大
夫
の
箇
所
に
記
載
が
あ
る
。
ま
た
﹃
地
下
官

人
家
伝　

十
九
﹄︵
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
﹃
下
橋
家
資
料
﹄
二
八
二
︶

所
収
の
塩
小
路
家
伝
に
も
﹆
松
殿
家
諸
大
夫
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
﹆
そ
の
後

九
条
本
家
へ
召
し
加
え
ら
れ
た
と
の
記
載
が
確
認
で
き
る
︵
松
田
敬
之
氏
か
ら

御
教
示
頂
い
た
︶。

︵
32
︶　

寛
保
三
年
の
鷹
司
家
が
断
絶
の
危
機
に
瀕
し
た
際
﹆
先
例
が
な
い
親
王
家
か

ら
の
子
息
﹆
閑
院
宮
か
ら
養
子
相
続
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
事
例
は
貴
種
化
の

一
端
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

︵
33
︶　

前
掲
注
1
高
埜
論
文
。

︵
34
︶　

高
埜
利
彦
﹁﹁
禁
中
並
公
家
諸
法
度
﹂
に
つ
い
て
の
一
考
察
│
公
家
の
家
格

を
め
ぐ
っ
て
│
﹂︵﹃
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
﹄
第
五
号
﹆
一
九
八
九
年
︶。

　
︵
付
記
︶
本
稿
は
二
〇
〇
七
年
六
月
十
六
日
第
二
十
三
回
学
習
院
大
学
史
学
会
大
会

に
お
い
て
報
告
し
た
内
容
の
一
部
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
御
意
見
を
賜
わ

っ
た
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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ENGLISH SUMMARY
“Sekke”, Revival of the Matsudonos: the Kanei and Meiwa eras

Yoshihiro NAGASAKA

　This paper analyzes the course of two revivals of the Matsudonos, 
ancestors of “Sekke”, and clarifies what part both the court and Shogunate 
had on the foundation of　“Sekke”.

　The Shogunate allowed Michimoto, Yukiie Kujo’s second son, to inherit 
from the Matsudonos in the 11th year of the Kanei era. According to the 
opinion of Sanjonishi as “Bukedenso”, this was considered as a foundation of 
family “Sekke” by the court. However it was not desided because of the 
connection with the Matsudonos. In this stage “Five-Sekkes” probably 
became “Six-Sekkes”. In the 18th year of the Kanei era, however, the phrase, 
“Ichidai-Sekke”, appears. This means that uniquely Michimoto in his lifetime 
was accepted as “Sekke”. It does not mean that the Matsudonos’ were 
recognized as “Sekke”. It is supposed that this change of policy by the 
Shogunate became functional in accordance with the intention of the 
Shogunate in the 18th year of the Kanei era that “Sekke” was to be utilized as 
an internal control structure with the Shogunate’s “Bukedenso”. So, the 
Shogunate must have concluded that those organizations had already been 
established.

　The revival in the Meiwa era was quite different from the one during the 
Kanei era. It is clearly pointed out that the Matsudonos’ revival was brought 
about by the separation of possessions of the Kujos.
Key Word: “Sekke”, “Matsudonos”, Revival, Kanei, Meiwa
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